
 
 

「第３３回じんけんを考える市民のつどい」を開催します！ 

 

１ 趣旨 

  この事業は、法務省委託事業として兵庫県から再委託を受けた尼崎市と尼崎人権啓発活動地域ネッ

トワーク協議会（構成団体：神戸地方法務局尼崎支局、尼崎人権擁護委員協議会、尼崎市）の協議に

基づき、市民の人権問題に対する正しい理解と認識を深め、同和問題をはじめあらゆる人権問題の啓

発及び早期解決を目指して、毎年、「じんけんを考える市民のつどい」を開催しています。 

  ３３回目となる今回は、「ＬＧＢＴ」をメインテーマとし、仲岡しゅん氏（弁護士）を講師にお招き

し、「多様な性の存在と、生き方の尊重」をテーマに講演会を開催します。 

 

２ 開催日時 

令和元年 8月 6日（火） 午後１時 30分 ～ 3時 10分（開場 午後１時） 

 

３ 開催場所 

  尼崎市中小企業センター・ホール（尼崎市昭和通２丁目 6－68） 

 

 ４ 対象者 

  市民（先着、400人） 

 

５ 参加料 

  無料です。 

 

６ 主催 

  尼崎市、尼崎人権啓発活動地域ネットワーク協議会 

 

７ その他 

  チラシは別添のとおり 

以 上 

令和元年６月１９日 

所 属 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ推進課 

所属長 後藤 真弓 

電 話 06-6489-6658 
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日時

場所

2019年8月6日（火）　
開場： 午後1時00分 開演： 午後1時30分

「多様な性の存在と、
    生き方の尊重」

尼崎市中小企業センター 1階ホール
（阪神尼崎駅から北東へ徒歩約５分）

仲岡 しゅん 氏 （弁護士）
なか おか

大阪弁護士会所属の弁護士。
2018年に独立し、ウルワ綜合法律事務所を開設。
民事、刑事事件のほか、LGBT、セクシュアルマイノリティに
関する相談も多く受ける。
自身も戸籍上は男性だが、女性として弁護士登録。

入場無料
定員先着
400名

※情報保障（手話通訳・要約筆記・磁気ループ）あり

主　催：尼崎市／尼崎人権啓発活動地域ネットワーク協議会（尼崎市・神戸地方法務局尼崎支局・尼崎人権擁護委員協議会）
協　賛：（公社）尼崎人権啓発協会／尼崎市人権・同和教育研究協議会／企業人権・同和教育合同研究会
問合せ：尼崎市総合政策局ダイバーシティ推進課　TEL 06-6489-6658　FAX 06-6489-6661
　　　   尼崎市中小企業センター　TEL 06-6488-9501（代）
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